
議案第６６号 

 

山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 

山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を別紙

のとおり定める。 

 

  平成３０年１２月６日提出 

  

山都町長 梅田  穰 

 

 

（提案理由） 

地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は

家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正により、職員の介護休

暇における要介護者の範囲が改められたため、山都町職員の勤務時間、休暇

等に関する条例を改正する必要があります。  

これが、この議案を提出する理由です。 

 



山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例をここに

公布する。 

 平成  年  月  日 

 

山都町長               

 

山都町条例第  号 

山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成１７年山都町条例第３６

号)の一部を次のように改正する。 

第１５条第１項中「配偶者等」を「配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と

同様の事情にあるものを含む。以下この項において同じ。）、父母、子、配偶者の

父母その他規則で定める者」に改め、同条第３項中「第２１条」を「第２４条」

に改める。 

第１５条の２第３項中「第２１条」を「第２４条」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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